
回 答 書 
 

業務名 令和６年度多賀城市特定保健指導委託業務 

番号 質問項目 質問事項 回答事項 

１ 支援内容、

単価につい

て 

 

 

「集団特定健康診査分」と「個

別特定健康診査分」の支援内容の

違いについて教えてください。

（個別分の単価が低い理由が不

明のため） 

 

 

当市の特定健診は、集団健診と個別

健診を実施しています。特定保健指導

の対象者全体における各健診からの出

現割合は、概ね集団健診85％、個別健

診15％です。集団健診の対象者が多い

ことから集団健診の方がセミナーやイ

ベント等の事業実施日程を確保する必

要性があると考え、単価に差を設けて

います。 

なお、質問の部分については、上限

単価となっていますので、当該上限単

価以内で、事業者の提案により金額を

設定することとなります。各々の健診

で対象になった方全員に対して、金額

内で実施可能な内容で、セミナー、イ

ベント、働きかけの手段や回数、オン

ライン対応、客観的評価の方法等、実

施率向上及び特定健康診査・特定保健

指導の円滑な実施に向けた手引き（最

新版）にある評価基準に合わせて、提

案ください。 

２ 提案書の記

載内容につ

いて 

提案書に記載する、『過去５年

以内に受託した「保健指導申込

率」平均値の実績』とは、どうい

った内容か。分子と分母の内容を

知りたいです。 

分母は特定保健指導対象者全体、分

子は特定保健指導に至った人数です。 

率は各保険者の特定保健指導で異な

ると思いますので、各保険者事業の詳

細は業務実績調書へ、全体の平均は事

業提案書へ記載ください。 

３ 納税証明書

について 
本社と支社がある場合、会社全

体と支社のみ、どちらが必要か。

（支社が中心となって指導を行

います。） 

本市と契約を締結する際、本社が契

約をする場合は本社のもの、支社が契

約をする場合は支社のものが必要にな

ります。参加表明時点で決まっていな

い場合は、両方必要になります。 

 
                          令和６年４月１８日 

多賀城市保健福祉部健康長寿課 


